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製油所1
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・小口配送拠点 32件

・LPG充填所 115件
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（1）北海道における災害時の主な需要と需要者までの燃料供給の流れ

タンクロー

リー

※道外から

の大量輸送

には、船を

使用

パイプライン､船､

タンクローリー



3

 熊本地震において、一般の避難者・被災者の方々が給油できる拠点を整備する必要
性が認識された。このため、自家発電設備を備え、災害時にも地域住民の石油製品供
給拠点となる「住民拠点SS」を平成31年度頃までに全国で約8,000SS整備していく
ため、28年度補正より、住民拠点SSとなるSSに対し自家発電設備の導入費用を補
助率10/10で補助する制度を創設。

 平成29年度末までに1,346か所の住民拠点SSを整備完了。30年度末までに追加で
約2,000か所程度整備予定。 〔北海道内：236カ所〕

予算措置

・自家発電機の導入

・熊本地震時のSS混雑の様子

◆「石油製品安定供給確保支援事業」

平成28年度2次補正予算 61.0億円の内20億円

平成29年度補正予算 60.0億円の内30億円

◆「災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費」

平成29年度当初予算 16.4億円の内10億円

平成30年度当初予算 24.0億円の内18億円

平成31年度概算要求額 23.2億円の内18億円

（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
①住民拠点SS

http://zensekiweb.com/sites/default/files/imagecache/thumbnail678/2016/6/15/40382/huruki.jpg


（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
②中核SS
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 東日本大震災における石油供給に係る混乱等を教訓として、地域における石油製品サプライチェーン
の災害対応力強化が重要という認識のもと、平成23～26年度に自家発電設備、大型タンク等を備
えた石油製品の供給拠点として、全国で1626SSを指定（平成30年4月1日現在）。

 設備損壊等やむを得ない場合を除き、災害の発生後も給油を継続し、緊急車両に対して優先給油。

〔北海道内：65カ所（SS名は非公表）〕
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（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
③災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

災害時において、道路等が寸断した場合に、サービスステーション

（SS）やLPガス充てん所などの供給側の強靱化だけでは燃料供給が

滞る可能性があることから、需要家側においても自家発電機等を稼働

させるための燃料を「自衛的備蓄」として確保することは、災害時におけ

る施設機能の継続を確実にする有効な方策です。平成28年4月の熊

本地震においても、その有用性は実証されています（※）。

※ 熊本市内の病院が、停電時に本事業の支援を受けて設置した石油タンクと自家

発電機を使用して、業務を継続しました。

 このため、避難所や病院等の社会的重要インフラ等への燃料備蓄を推

進すべく、LPガスタンクや石油タンク等の設置を支援します。

成果目標

避難所や避難者が多数発生する商業施設・病院などの民間施設等へ

の導入を促進するため、社会的重要インフラにLPガス・石油製品の「自

衛的備蓄」を促し、災害対応力の強化を目指します。

国

補助

民間団体等

補助
(2/3、1/2)

民間企業等

分散型エネルギーであるLPガス・石油製品を利用した、LPガス
タンク、石油タンク、自家発電設備等の設置を支援します。

需要家側への燃料備蓄の推進

社会的重要インフラ

石油タンク 自家発電設備LPガスタンク

商業施設 病院・診療所 公共施設

多数の避難者、避難困難者が発生する施設

平成31年度概算要求額 12.8億円（7.3億円)〔北海道内の採択件数：54件（平成24年度～平成29年度）〕
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（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
③災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金

平成29年度採択事例（そらちぶと調剤薬局（砂川市））
ＬＰガス災害対応型設備によるＢＣＰ対策

【設備導入のきっかけ】
災害発生時に地域住民に安心を届けたい、守りたいという思いから、一時的な避難所として必要なLPガス設備での災害対応力の

充実を図った。

【災害時の実績】
地震の影響により市内全域が停電。そのような中、そらちぶと薬局では、停電直後から非常用ＬＰガス発電機が稼働、電力を自力
で賄いつつ営業を継続する一方、ＳＮＳを通じ携帯電話の充電サービス告知をし、受け入れる取組も行った。
同薬局では、一時的な避難所として必要なＬＰガス設備での災害対応力の充実を図るため、「平成２９年度災害時に備えた社
会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金」を活用し施工した。

【導入設備概要】
○災害用LPガスバルク貯槽（980kg）
○ガスヒートポンプエアコン（5馬力）
○非常用LPガス発電機（9.9kVA）
○炊き出しステーション
○LED投光器

【その他（補助事業活用による地域への貢献など）】
○環境への貢献：CO2排出量の少ないLPガスに燃料転換。
○地域への貢献：災害時における「近隣住民の避難受け入れ」、
「避難所提供」について砂川市と協定を締結。
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（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
④災害時情報収集システム

 効率的にSSの被害状況・営業可否を把握するため、災害時情報収集システムを平成
29年4月に構築。

 災害発生直後、自動的に対象地域の中核SS・住民拠点SSに対して携帯メールに報
告依頼メールが到達。中核SS・住民拠点SSは、チェックボックス等をクリックする等の簡
便な報告フォーマットにより、迅速に報告。

 平成29年9月には中核SSを中心とするシステム報告訓練を実施。本年2月には第2回
目の報告訓練を実施。
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（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
⑤災害時燃料供給の円滑化のための手引き

（災害時燃料供給の円滑化のための手引きの趣旨）

南海トラフ地震や首都直下地震といった大規模な災害が発生した場合、電気・ガス等の系統エネルギーの供給が途絶することが想定されます。こ

うした状況下では、災害拠点病院、災害対策本部となる官公庁舎等の重要施設において、非常用発電機等を使うことが必要となり、その燃料を確保

することが急務となります。

また、消防車両、警察車両等の緊急車両の活動が活発化することも想定され、これらの車両が活動を続けるための燃料の確保も不可欠となります。

本手引きは、災害時に上記の燃料を円滑に供給することができるよう、災害応急対策の実施責任者たる都道府県、関係省庁の防災業務関係者が、

災害時・平時に果たすべき役割についてまとめたものです。
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（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
⑤災害時燃料供給の円滑化のための手引き

○重要施設管理者に対する周知サンプル

• 緊急車両を保有する関係機関等への中核SSの情報共有 等

①重要施設の情報（※）の把握

②重要施設の管理者に対し、自衛的備蓄の必要性
について周知

③石油連盟との重要施設に関する情報共有覚書の更新

④都道府県石商との災害時協定の締結

⑤石油元売によるタンクローリーの緊急通行車両の
事前届出の受理促進 等

重要施設への燃料供給の円滑化

（※）重要施設情報

施設名、住所、電話番号、担当者名、平時の取引先

品目（ガソリン・灯油等）、タンク容量、給油口規格 等

緊急車両への燃料供給の円滑化

○都道府県が平時に果たすべき役割
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（2）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（経済産業省）
⑥満タン＆灯油プラス１缶運動の実施支援
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（3）災害時の燃料供給に係るこれまでの取組（北海道経済産業局）
①災害時燃料供給合同支援訓練

１．訓練実施の背景 ～東日本大震災の教訓～
製油所、油槽所の被災や停電により、石油製品の製造・出荷がストップ。

鉄道、道路の被災・寸断により流通網がマヒ。

ガソリンスタンドの在庫切れにより、大きな混乱を来す。

２．災害時燃料供給合同支援訓練の概要
●札幌直下型地震等の発生により、タンクローリー車等民間の輸送力だけでは、

ガソリン・灯油といった燃料を、給油所及び災害時重要施設に対して供給す

ることが困難な場合を想定し、自衛隊の燃料タンク車及び大型トラックによ

り、燃料の輸送訓練を実施。

⇒  燃料輸送における課題を確認の上、災害時の輸送手段を確立

〔平成27年度から平成29年度の間に６回実施。〕

●東日本大震災時の教訓をいかし、道民生活を守るために、当局と陸上自衛隊

北部方面隊が連携して訓練を実施。（平成２９年度実績）

・実施日：平成29年7月25日（火）～26日（水）（夏期訓練）

・実施場所：【出発】JXTGエネルギー（株）室蘭製造所（室蘭市）

【到着】札幌市消防学校（札幌市）、

札幌市内のＳＳ（サービスステーション）

・実施日：平成30年2月7日（水）～8日（木）（冬期訓練）

・実施場所：【出発】出光興産（株）北海道製油所（苫小牧市）

【到着】市立札幌病院（札幌市）、北海道警察本部（札幌市）

札幌市内のＳＳにおける補給訓練

JXTG室蘭製造所における

燃料積込み訓練
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（4）地震発生時、経済産業省に寄せられた要請・問い合わせ

 9月6日（木）の地震発生以降、電力回復までの約2日間、病院・通信施設・上下
水道などの重要施設では、電力供給を補うため非常用発電機を稼働。

 非常用発電機を連続稼働させるために必要な燃料（軽油等）の備蓄が不足したこと
から、経済産業省に病院、通信施設、上下水道などから300件程度の緊急供給要請
があり、関係各省、石油業界などと連携し、24時間体制で対応。

 当局へは、官公庁、鉄道施設への非常用発電機燃料の供給や、油槽所、ＳＳへの電
源車の出動についての要請があり、関係機関と連携して対応。

 当局への問い合わせは、最寄りの営業中のSSや、北海道内の住民拠点SSに関するも
のが多数寄せられた。



・SS 約1800件

うち中核SS 65件

住民拠点SS 236件

・小口配送拠点 32件

・LPG充填所 115件
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（5）北海道胆振東部地震の際に明らかになった課題

 胆振東部地震では、出荷拠点から需用者までのサプライチェーン全体でさまざまな問題が発生。

 これまでの対策が機能したものがある一方、引き続き対応が必要な課題が確認された。

製油所、製造所等 タンクローリー 販売拠点 小型ローリー等 重要施設、避難所等

課題全般

・被災地域内の供給

拠点に十分な在庫。

・他方、停電の影響

により一部の出荷能

力に制限。

⇒供給能力が低下。

・被災地内の輸送路

が、停電・渋滞によ

り停滞。

⇒数日で回復。

・停電によるポンプ

停止により営業可能

店舗が限定。

・供給不足/給油量

制限多数。

・配送遅延により、

閉鎖・供給制限。

・営業店舗が不明。

・SSの開業情報の

把握・発信に時間を

要した。

・被災地内の輸送路

が、停電・渋滞によ

り停滞。

⇒数日で回復。

・病院・通信設備等

の重要インフラで非

常用発電機の燃料不

足。

・供給への不安によ

り、SSに長蛇の列。



(6) 災害時における円滑な燃料供給体制実現に向けた検討会

 開催目的

平成３０年９月の北海道胆振東部地震発生に伴い、災害時の燃料供給について様々な課題が発生した。

これらの課題を関係者間で共有するとともに、「災害時における円滑な燃料供給体制の実現」に向けた方策に

ついて検討する。

 参加機関

＜供給側＞

JXTGエネルギー株式会社 北海道支店、出光興産株式会社 販売部 北海道支店、

北海道石油業協同組合連合会、一般社団法人北海道LPガス協会

＜輸送側＞

公益社団法人北海道トラック協会 タンクローリー部会

＜需要側＞

一般社団法人北海道医師会、東日本電信電話株式会社 北海道事業部、

株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、北海道放送株式会社、札幌テレビ放送株式会社

＜行政機関＞

北海道

＜事務局＞

経済産業省北海道経済産業局
14
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（６）災害時における円滑な燃料供給体制実現に向けた検討会
①第1回開催概要

 第１回（平成30年11月13日(火) 13：30～15：35）

災害前後における燃料供給・調達の状況や必要と思われる方策等について、意見交換を
実施。

（主な意見）

・ 平時からの備え（燃料調達、燃料備蓄等）やBCP（事業継続計画）の推進

・ 災害時における燃料供給の要請に係る連絡体制の整備や一般国民への情報提供のあり方

の検討

・ 停電で信号が停止した状況における燃料輸送体制の検討

・ 中核SSにおいて優先的に給油を受けることができる緊急車両のあり方の検討

・ 製油所、油槽所、ガソリンスタンド、LPガス一般充填所における非常用発電機等の設置に係

る支援

・ 災害時重要施設等における燃料備蓄、非常用発電機の導入促進、災害協定・平時調達

の周知
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 第２回（平成31年１月頃予定）

【議題】

①北海道胆振東部地震発生時の燃料供給・調達に関する調査（中間報告）

②北海道胆振東部地震発生時の燃料調達に係る一般消費者の動向等

 第３回（平成31年２～３月予定）

【議題】

・北海道胆振東部地震発生時の燃料供給・調達に関する調査結果報告（案）

等

（６）災害時における円滑な燃料供給体制実現に向けた検討会
②今後の予定


